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□　a.期待以上

■ b.期待どおり

□　c.やや下回る

□　d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

  □　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし □　当面余地なし ■　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

事業内容
　長野県にふさわしい住宅の目標像「信州型エコ住宅」の環境配慮指針を作成し、エコ住宅の普及を図る仕組みを検討すると
ともに、地域住宅産業の技術力向上及び活性化を推進する。
　・信州型エコ住宅環境配慮指針の策定　　・研修会の開催

実施期間 Ｈ２０ 根拠法令等 住生活基本法、長野県中期総合計画、長野県住生活基本計画

【課題の特定（事業の実施により解決しようとする課題は何か）】

　信州の気候条件に適合した省エネルギーで環境にやさしく、長寿命で高品質な木造住宅を普及するための仕組みづくりや、
それらに係る地域の住宅産業の連携、技術力の向上が必要である。
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事業の
目　的

　長野県にふさわしい高品質で長寿命の木造住宅の目標像を提示し、普及することにより、県民の豊かな住環境を創出し、次
の世代に引き継いでいく。

【現状（事業の目的との間にどのようなギャップがあるか）】

　依然として寿命の短い住宅が多く、また、家庭部門のCO２排出量が増加しており住宅の省エネルギー・省CO２が不十分であ

り、加えて県産木材などの地域建材の利用が十分ではない。

【原因分析（ギャップが発生している原因は何か）】
　地域の住宅産業において、厳しい気象条件に対応した快適で省エネルギー型の木造住宅の設計・建築を行うための技術力
が不足している。また、地域建材の利用を円滑を行うため必要な素材生産、製品製造、設計者、工務店などの連携が不足して
いる。

事業の
必要性

― 3,575

千円 ― 4,086

報償費：154
旅　費：154
需用費：203

0.50

3,575

4,436

511 ― 直接

― 234 475 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）

― 0.50

20年度 21年度（当初） 20年度の概要

千円 ― 1,150 861 国庫・県単

19年度

・日本版グリーンニューディール政策の検討がされ、県に
おいても経済対策の観点から、新しい産業の可能性を持
つ環境分野を重視し、住宅における環境対応へのニーズ
は増加している。
・新設住宅着工戸数が減少する中、平成20年度に策定し
た基本指針に沿った住宅の整備促進のため、関連する
既存事業を含め、有効性を高める具体的な支援策の構
築が必要である。

  ■　増加 □　横ばい □　減少

左記以外の20年度の実績

評価委員会の開催回数 ― 4 4

評価委員会ワーキンググループ会議：7回開催4 4

CASBEEすまい（戸建）講習会 2

20年度

― 4

21年度（予定）19年度

―

内線

E-mail
信州型エコ住宅整備推進事業

中期総合計画主要施策番号 担
当
課

３６５０

jutaku@pref.nagano.jp
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事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準（H20) 達成状況 評価

　長野県にふさわしい高品質で長寿命
の木造住宅の目標像の提示とその普
及を図る。

【目標像の提示】
　基本指針の策定、手引の作成する。

【普及】
　指針説明会を開催する。
　工務店向け技術研修会を開催する。

・ふるさと信州・環の住まい基本指針の
　策定、同指針の手引きを作成した。
・指針説明会を開催し、270名の参加を
　得た。
・基本指針の基準としている住宅の総合
　環境性能評価システム（CASBEE）の講
　習会を関係団体の協力を得て実施し、
　270名の参加を得た。

平成21年度事務事業評価シート （20年度実施事業分）

１-0１,2-05,5-07 建設部　住宅課部・課事業番号
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区　　分 単位

人

千円

事　業　名

―
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内　　容 単位

説明会の開催回数

千円

千円
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　人件費
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区　分 判　定　・　説　明

事業のニーズの変化

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

効率性を高める余地

課題の総括

　世界的な経済の減速に伴い新設住宅着工戸数が減少しているが、エコ住宅に対するニーズは高まっている。
　このため、引続き積極的に消費者への普及啓発と住宅関連事業者の技術力向上のための取組みを行うとともに、
助成金などの具体的な支援策を実施し、環境と地域の産業循環に資する優良な住宅の整備を早期に進める必要
がある。
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